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 産業廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度等について 

（１）産業廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度 

令和５年３月 31 日時点で稼動中の産業廃棄物焼却施設炉 1,101 炉のうち、測定結果が得られた 1,076

炉の排ガス中のダイオキシン類濃度分布を図１に、産業廃棄物焼却施設の種類ごとのダイオキシン類濃度

を図２と表１に示す。 

これらのうち、稼働中施設の焼却炉の処理能力に応じた排出基準への適合状況を表２に示す。排ガス中

のダイオキシン類濃度の基準と比較したところ、約 99％の炉が適合している。一方で、稼動中の焼却炉の処

理能力別のダイオキシン類濃度基準への不適合が、平成９年 12 月１日以前に設置又は設置の許可申請が

されていた施設で６炉、平成９年 12 月２日以降に設置の許可申請がされた施設で２炉、計８炉見られ、その

対応状況を表３に示す。 

なお、都道府県・政令市別ダイオキシン類濃度分布データを別表１に示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

図 1  稼働中の焼却施設の処理能力別ダイオキシン類濃度分布 
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注）同一の炉において複数種類の産業廃棄物を処理する場合は、すべての種類に炉数を計上しているため、種

類別炉数の和は全炉数と一致しない。 
注）複数回測定している場合は平均値を採用した。 

図 2  産業廃棄物焼却施設の種類ごとの排ガス中のダイオキシン類濃度区分別構成比 

表 1  稼働中の焼却施設の種類別ダイオキシン類濃度分布 
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注）平成９年 12 月１日以前に設置又は設置の許可申請がされていた施設を旧基準施設、平成９年 12 月２日以

降に設置の許可申請がされた施設を現基準施設としている。なお、施設数は、複数の炉が共通煙道を共

有する場合は１施設としてカウントしている。排出基準の単位は ng-TEQ/m³N である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注) 調査期間中に測定した排ガス中のダイオキシン類濃度が排出基準超過した炉を対象としている。複数回測定

施設については、最大値を採用した。 

  

表 2   稼働中施設における焼却炉のダイオキシン類排出基準適合状況 

表 3 排出基準値を超えた炉の対応状況及び現状 

基準値
都道府県・
政令市名

ダイオキシン
類濃度

現　　状

（ng-TEQ/m3N） （ng-TEQ/m3N） （令和5年3月31日現在）

栃木県 16 施設の使用停止及び改善を指導。 使用を中止し原因の調査中。

広島県 18 施設の使用停止及び改善を指導。 使用を中止し原因の調査中。

大分県 160 改修中。 使用を中止し原因の調査中。

宮崎県 18 施設の使用停止及び改善を指示。 使用を中止し原因の調査中。

北九州市 11 施設の使用の停止及び改善を指導。 使用を中止し原因の調査中。

さいたま市 22 施設の使用停止。 使用を中止し原因の調査中。

高槻市 15 廃止も含めて検討。 使用を中止し原因の調査中。

山形県 8.1 施設の使用停止及び改善を指導。 使用を中止し原因の調査中。

山梨県 19 ろ布の交換。 改善後の再測定の結果、基準値以下を確認し、稼働中。

広島市 7.4 施設の使用停止及び改善を命令。 改善後の再測定の結果、基準値以下を確認し、稼働中。

0.1以下 茨城県 0.12 設備を停止、清掃・整備等の処置を実施し再測定。 使用を中止し原因の調査中。

5 以下

基準超過判明後の対応状況

10以下
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（２）産業廃棄物焼却施設の休・廃止状況 

産業廃棄物焼却施設数の推移について表４に示す。（平成９年 12 月１日―令和５年３月 31 日） なお、令

和４年度の都道府県・政令市別のデータは別表２のとおりである。 

 

 

 

 

  

表 4  産業廃棄物焼却施設数の推移 
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注）「供用中」欄の（ ）内の数値は、次年度調査における修正後の値である。また、＜＞内の数値は、各施設の１

日あたりの処理能力に稼働日数を乗じて算出した推計年間処理能力である。供用中に許可を取り消された

施設は、平成 15 年調査以前は回答に従って休止中あるいは廃止に計上したが、平成 16 年調査以降は廃

止として計上した。 



6 

（３）産業廃棄物焼却施設からのダイオキシン類の総排出量の推計 

 
産業廃棄物焼却施設における年間焼却量、排ガス中のダイオキシン類濃度等を基に、産業廃棄物焼却施

設からのダイオキシン類の総排出量の推計を行った。 

推計に当たっては、年間焼却量、排ガス量原単位及び排ガス中のダイオキシン類濃度を掛け合わせたもの

を全施設について合算した。年間焼却量や排ガス中のダイオキシン類濃度が不明であった施設については、

今回の調査で得られた令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までのデータを基に処理能力及び稼働・休止・

廃止の別に年間焼却量及び排ガス中のダイオキシン類濃度の平均値を算出し、これを推計値として代入し

た。 

その結果、令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までの１年間の全国の産業廃棄物焼却施設 （調査対

象 1,122 施設）からのダイオキシン類総排出量の推計値は約 15g-TEQ となり、推計年間焼却量は約 2,131

万トンであった。 
なお、参考までに、前年の調査におけるダイオキシン類総排出量の推計値は約 13g-TEQ であり、推計年

間焼却量は約 2,354 万トンであった。  
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別表１ 
産業廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度区分別炉数 

（都道府県・政令市別データ） 

別表２ 
産業廃棄物焼却施設の稼働・休・廃止状況 

（都道府県・政令市別データ） 

別図１ 産業廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類排出量の推移 
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別表１ 

産業廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度区分別炉数       （１／３） 

  



9 

（２／３） 
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（３／３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注） 各濃度区分の単位は、ng-TEQ/m3N 

複数回測定している場合は平均値を採用した。 
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別表２ 

産業廃棄物焼却施設の稼働・休・廃止状況（都道府県・政令市別データ）    （１／３） 
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（２／３） 

 

  



13 

（３／３） 
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別図１ 

産業廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類排出量の推移 

 
注）括弧内の数字は平成９年度からのダイオキシン類排出量の削減率を表す。 

 


